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出版の過程  

基準の公式な部分ではない  

1996 年 9 月  TC-RPPOs がトピック規制非検疫有害動植物（1996-002）を追加。  

1998 年 10 月  EWG が草案を作成。  

1999 年 10 月  ICPM-2 がトピック規制非検疫有害動植物を追加。   

2000 年 4 月  ICPM-3 が優先度の高いトピックとして言及。  

2001 年 5 月  ISC-3 が仕様書 6 規制非検疫有害動植物の病害虫リスクアナリシスを承認。   

2001 年 5 月  ISC-3 が草案を修正し、加盟国協議 （MC）用に承認。  

2001 年 6 月  MC へ送付。  

2001 年 11 月  ISC-4 が採択のため草案を修正。  

2002 年 3 月  ICPM-4 が基準を採択。  

ISPM 16 .  2002.  規制非検疫有害動植物 ：概念及び適用  FAO， IPPC，ローマ  

 

2013 年 8 月  IPPC 事務局が CPM-8(2013)によって言及されたインク修正を適用。  

2015 年 6 月  IPPC 事務局は CPM-10(2015)からの基準手続きの廃止に沿ったインク修正及び再構

成を反映した。  

2021 年 4 月  IPPC 事務局が CPM-15(2021)で指摘されたようにインク修正を適用した。  

出版の過程の最近修正 ：2021年 5月  
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採択  

この基準は、2002年 3月に第 4回植物検疫措置に関する暫定委員会によって採択され

た。  

序論  

適用範囲  

この基準は、規制非検疫有害動植物の概念を示し、それらの特徴を確認するものであ

る。また、実際面での概念の適用、及び規制制度の関連要素についても説明する。  

参照  

本基準は、植物検疫措置に関する国際基準（ ISPM）を参照する。 ISPMは国際植物

検疫ポータル（ IPP）（ ht tps: / /www.ippc. int /core -activi t ies/s tandards -set t ing/ispms.）

で入手可能である。  

IPPC .  1997. Internat ional  Plant Protection Convention .  Rome,  IPPC, FAO.  

定義  

この基準で使用される植物検疫用語に関する定義は、 ISPM 5(植物検疫用語集 )に記

載されている。  

要件の概要  

検疫有害動植物でない有害動植物も、栽培用植物中に存在すると経済的に容認でき

ない影響を及ぼすことになるため、植物検疫措置の対象となりうる。それらは、IPPC

の中で、規制非検疫有害動植物（ RNQP）として定義されている。 IPPCの一部の規

定は、RNQPを対象としたものである。  

RNQP と検疫有害動植物は、両者とも規制有害動植物であるが、その区別は、有害

動植物ステータス、経路、物品、経済的影響及び公的防除の種類によって説明でき

る。 IPPC 第 6 条 2 によれば、「締約国は、非規制有害動植物に対して植物検疫措置

を要求してはならない。」とされている。  

RNQP の概念の適用は、技術的正当化、病害虫リスク評価（ PRA）、管理されるリス

ク、最小限の影響、同等、無差別及び透明性の諸原則に従う。RNQP の定義の各要

素は、特定の意味を有し、その結果として、寄主－有害動植物の相互関係、植物検

疫証明に含まれるべき要素についても記載した非植物検疫証明プログラム、許容水

準及び不適合時の措置などは、全て、RNQP の植物検疫措置の適用に関する要件を

規定する際に検討する必要がある。  
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一般要件  

1.   背景  

検疫有害動植物でない有害動植物でも、一部のものは、栽培用植物中に存在すると、

結果的に当該植物の予定される用途と関連して、経済的に容認できない影響を及ぼ

すため、植物検疫措置の対象となる。そのような有害動植物は、規制非検疫有害動

植物（RNQP）と呼ばれており、輸入国内に存在しているだけではなく、しばしば

広くまん延している。国内で生産された栽培用植物をそのような有害動植物から保

護するために公的防除が当該植物に対して適用されている場合、同一若しくは同等

の植物検疫措置が、同一の予定される用途かつ同一種の輸入栽培用植物に付着する

有害動植物にも適用されうる。  

2.   規制非検疫有害動植物に関する IPPC の規定  

IPPC 第 2 条に記載された定義及び IPPC の規制有害動植物関連参考文献に加えて、

以下に示す IPPC の規定が規制非検疫有害動植物に関するものである。  

第 7 条 1 

締約国は、自国の領域に規制有害動植物が侵入及び /又はまん延することを防

止することを目的として、適用される国際協定に従い、植物、植物生産物及

びその他の規制対象物の搬入を規制する主権的権限を有する。締約国は、こ

の目的のため、次のことを行うことができる：  

(a) 植物検疫措置を定め、採択すること  

(b) 搬入若しくは留置を拒否すること、又はこれらの処理、廃棄若しくは撤

去を要求すること  

(c) 規制有害動植物の移動を禁止又は制限すること  

第 6 条 1 

締約国は、植物検疫措置が以下の条件を満たす場合に限り、検疫有害動植物

及び規制非検疫有害動植物に対する当該措置を要求できる。  

(a) 同種の有害動植物が、輸入締約国の領域内に存在する場合、それに対す

る措置より厳重でないこと；及び、  

(b) 植物の健康及び /又は予定される用途を保護するために必要で、かつ当該

関係締約国によって技術的に正当化できるものに限定される  

第 6 条 2 

締約国は、非規制有害動植物に対して植物検疫措置を要求してはならない。  

第 4 条 3 
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各締約国は、最善の力を尽くし、次のものに関する規定を作成する。  

(a) 規制有害動植物及びその予防と防除方法に関する情報を、当該締約国領

域内に流布させること  

第 7 条 2 の (i)  

締約国は、最善の力を尽くし、学名を用いた規制有害動植物の一覧表を作成

及び更新し、また当該一覧表を、（植物検疫措置に関する委員会の）事務局長、

当該締結国が加盟する地域的植物防疫機関及び要求に応じてその他の締約国

に提供するものとする。  

附属書：  

植物検疫証明書様式の文言：  

上記の植物、植物生産物又はその他の規制対象物が、適切な公的手続きに従

って検査及び /又は試験されていること、及び輸入締約国が定めた検疫有害動

植物に侵されておらず、かつ規制非検疫有害動植物に対する措置を含む輸入

締約国の現行の植物検疫要件に適合すると認められるものであることを証明

する。  

その他の有害動植物に実質的に侵されていないものとみなす。 *  

*選択条項  

3.   RNQP と他の有害動植物との比較  

3.1   検疫有害動植物との比較  

検疫有害動植物と RNQP は、輸入国における有害動植物ステータス、経路 /物品、当

該有害動植物に関連する経済的影響、及び公的防除の適用という 4 つの定義基準要

素に基づいて比較しうる。  

下の表に差異の概要を示す。  

検疫有害動植物と規制非検疫有害動植物の比較  

定義基準  検疫有害動植物  RNQP  

有害動植物ステー

タス  

不在、又は限られた分布  存在、広く分布している可能性  

経路  あらゆる経路に対する植物検

疫措置  

栽培用植物のみに対する植物検

疫措置  

経済的影響  影響が予測される  影響が知られている  

公的防除  存在すれば、根絶又は封じ込め

を目的として公的防除を行う  

抑圧を目的として特定の栽培用

植物に関する公的防除を行う  
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3.1.1  有害動植物ステータス  

検疫有害動植物の場合、植物検疫措置は、侵入の可能性を低下させることに重点を

置き、もし有害動植物が存在する場合には、まん延の可能性を低下させることに重

点を置く。このことは、検疫有害動植物の場合には、当該有害動植物が不在か又は

新たな地域への侵入が防止されており、さらに、発生している場所では公的防除が

実施されていることを意味する。 RNQP の場合、当該有害動植物は既に存在してお

り、広くまん延している可能性もあるため、侵入の可能性は重要な判定基準ではな

い。  

3.1.2  経路  

植物検疫の規則や手続きは、いかなる寄主又は経路に関連した検疫有害動植物にも

適用しうる。RNQP の場合、規制されうる唯一の経路は、特定の予定される用途向

けの特定の寄主の栽培用植物である。  

3.1.3  経済的影響  

経済的影響に関係する検疫有害動植物と RNQP の定義の主な相違は、検疫有害動植

物の潜在的な経済的重要性と、規制非検疫有害動植物による経済的に容認不可能な

既知の影響との違いにある。RNQP は既に国内に存在しているので、その影響に関

する詳細な直接情報が入手できるはずであり、従ってその影響は既知であるが、こ

れに対して、まだ国内に存在しない検疫有害動植物の場合、その影響は予測しなけ

ればならない。さらに、検疫有害動植物については、他国の市場へのアクセスや

RNQP と関連のない環境的影響（RNQP は定着しているので）などの要素に関する

検討が潜在的な経済的重要事項となっている。  

3.1.4  公的防除  

すべての規制有害動植物が公的防除の対象となる。検疫有害動植物がある地域に存

在する場合、それらの根絶又は封じ込めを目的とする植物検疫措置という形の公的

防除が実施される。一方 RNQP に対しては、特定の栽培用植物中の抑圧を目的とす

る植物検疫措置という形の公的防除が行われる。  

3.2   非規制有害動植物との比較  

検疫有害動植物でも RNQP でもない一部の有害動植物が、非植物検疫的性質（例え

ば、商業的性質や食品安全性）の容認不可能な影響（すなわち損害）を引き起こす

ことがある。そのような被害を受けた植物に適用される措置は、植物検疫措置では

ない。 IPPC 第 6 条 2 によると、「締約国は、非規制有害動植物に対して植物検疫措

置を要求してはならない」とされている。  
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4.   RNQP を定義する判定基準  

RNQP の定義により、検疫有害動植物からこのカテゴリーの有害動植物を区別する

ための判定基準が定められる。その定義に使用する特定の単語に関する理解を深め

ることは、本概念を適切に解釈及び適用するために重要である。  

4.1   「栽培用植物」  

RNQP の概念は、「栽培用植物」への適用のみに明確に限定されている。植物は、「生

植物及びその部分であって、種子を含む」と定義される。従って、「栽培用植物」

には、種子、球根及び塊茎が含まれ、さらに様々な種類の栄養繁殖資材も含まれて

いるが、これは植物全体の場合も、また（挿し木類のような）植物の部分の場合も

ある。  

「栽培用植物」は、「植え付けられた状態のままを目的とする植物」を含むため、（盆

栽を含めた）鉢植え植物も含まれることになる。植え付けられた状態のままを目的

とする植物に関連する病害虫リスクは、繁殖用の植物に対するリスクよりも小さい

場合がある。  

4.2   「予定される用途」  

栽培用植物の「予定される用途」には、以下のものがある：  

－   他の物品（例えば、果実、切花、木材、穀類）の直接的生産のために栽培す

ること  

－   植え付けられた状態のままであること（例えば、観賞植物）  

－   同一の栽培用植物の数を増加させること（例えば、塊茎、挿し木類、種子）。  

病害虫リスクは、有害動植物の種類や、物品及び予定される用途によって変化する。

技術的に正当な根拠で区別できる場合には、商業的利用（販売又は販売目的を伴う）

と非商業的利用（販売を伴わず、個人的利用のための少数の栽培用植物に限定され

る）とで区別することができる。  

4.3   ｢それらの植物」  

「それらの植物」とは、RNQP に関連して輸入国が規制する特定の栽培用植物（種、

品種など）であり、予定される用途のために輸入されたものも、国内生産されたも

のも含まれる。  

4.4   ｢経済的に容認できない影響」  

規制非検疫有害動植物の定義は、「経済的に容認できない影響」に言及している。
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それは、損失が、経済的影響の観点から評価され、容認可能か容認不可能かが判断

されることを意味している。  

検疫有害動植物の場合、経済的影響には、市場アクセスに対する影響のほかに、植

物の健康に関係する環境への影響などのような、直接的な経済面に基づいて容易に

数値化することのできない影響もある。RNQP は既に存在しているので、市場アク

セスや環境衛生に関連する新規又は追加的な影響にはならない。従って、これらの

影響は、RNQP に関する経済的影響を決定するにあたって関連因子とは考えられな

い。  

経済的に容認できない影響を決定するにあたっての関連因子は次のものを含む：  

－   販売可能な収穫量の減少（例えば、収穫の減少）  

－   品質の低下（例えば、ワイン用ブドウにおける糖含有量の減少、市販された

生産物の格下げ）  

－   有害動植物防除に要する追加費用（例えば、間引き、殺虫剤施用）   

－   収穫及び等級付けに要する追加費用（例えば、選別）  

－   移植の費用（例えば、植物の寿命の喪失によるもの）  

－   代替作物栽培の必要性による損失（例えば、同種の作物だがより低収量な抵

抗性品種、又は異なる作物を植え付けることが必要になったことによるも

の）。  

特に、生産地において有害動植物が他の寄主植物に及ぼす影響が関連因子と考えら

れる場合がある。  

4.5   「規制される」  

RNQP の定義における「規制される」とは、公的防除のことを言う。 RNQP に対す

る公的防除プログラムは、国家、地方又は局地単位で適用することができる（ ISPM 

5 付録１（「公的防除」及び「広く分布していない」の概念の解釈及び適用に関する

指針）を参照）。  

5.   関連する原則及び義務  

RNQP の概念の適用は、特に、技術的正当性、病害虫リスクアナリシス、管理され

るリスク、最小限の影響、同等、無差別及び透明性の原則及び義務に従う（ ISPM 1

（国際貿易における植物の保護及び植物検疫措置の適用に関する植物検疫の原則）

を参照）。  

5.1   技術的正当性  

RNQP を対象とする植物検疫措置は、IPPC の要求に応じて技術的に正当なものであ
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るべきである。ある有害動植物を RNQP として類別する場合、またその RNQP が関

係する植物種の輸入に対して制限を課す場合には、病害虫リスクアナリシスによっ

て正当化されるべきである（ ISPM 2（病害虫リスクアナリシスに関する枠組み）及

び ISPM 21（規制非検疫有害動植物に関する病害虫リスクアナリシス）を参照）。  

5.2   病害虫リスク評価  

RNQP に対する病害虫リスク評価は、RNQP の定着の可能性や、その長期的な経済

的影響を評価する必要がないので、潜在的な検疫有害動植物に対する病害虫リスク

評価とは異なるものになる。しかし、栽培用植物が当該有害動植物の経路になって

おり、また当該栽培用植物が経済的に容認できない影響を及ぼす主要な寄生源であ

ることを実証することが必要とされる。  

5.3   管理されるリスク、最小限の影響及び同等  

RNQP に対する病害虫リスク管理においては、病害虫リスク評価で示された経済的

影響が容認できるかどうかを決定する必要がある。リスク管理に用いる措置の強さ

に関する決定は、無差別、管理されるリスク及び最小限の影響の原則に従って行わ

れるべきであり、また必要に応じて、同等措置の受け入れを考慮するべきである。 

5.4   無差別  

RNQP に対する植物検疫措置は、異なる国家間においても、また国内の積荷と輸入

された積荷の間においても、無差別の原則を遵守するべきである。（同一又は類似

の寄主植物の）同一の予定される用途に向けた栽培用植物が、有害動植物を含むか

又は特定の許容水準以上の有害動植物を含む場合には、その出所に関わらず、販売

や植え付けをしてはならないことを要求する公的防除が、締約国の領土内で実施さ

れている場合にのみ、当該有害動植物を RNQP とみなすことができる。輸入された

積荷に付着する有害動植物は、当該有害動植物への公的防除が適用されている輸入

国の領土内又はその領土の一部で、当該植物が販売又は植え付けられている場合に

のみ、RNQP として規制することが可能である。  

5.5   透明性  

公的防除プログラムの詳細を含む RNQP に関する国家の規則及び要求は、直接影響

を受けうるあらゆる締約国に対して公表及び通報されるべきである（第 7 条 2 の b）。

ある有害動植物が RNQP として類別されていることの技術的正当性について、また

RNQP に適用されている措置の強さの正当性について、他の締約国の要求があった

場合、輸入締約国はそれを提供するべきである（第 7 条 2 の c）。  

6.   適用  
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ある NPPO が、ある有害動植物を RNQP に指定したいと望む場合、当該 NPPO は上

記の要素を考慮する必要がある。加えて、寄主－有害動植物の相互関係や栽培用植

物の証明プログラムの存在（例えば、種子証明）など、いくつかの特定の問題が検

討されこともある。  

6.1   寄主－有害動植物の相互関係  

同一の有害動植物でも、他の寄主では RNQP として規制されないかもしれないため、

RNQP は、特定の寄主又は寄主類に関連して定義するべきである。例えば、あるウ

イルスは、ある種の栽培用植物では経済的に容認できない影響を引き起こすが、他

種ではそうならないということもある。寄主－有害動植物の相互関係に関して入手

可能な情報によって支持される場合、 RNQP に対する植物検疫要件を適用するにあ

たっては、特定の寄主植物分類レベルに関連して区別を行うべきである（例えば、

品種の抵抗性又は感受性、有害動植物の毒性）。  

6.2   証明プログラム  

栽培用植物の証明 1のためのプログラム（時に「証明スキーム」と呼ばれる）は、生

産物の品種の純度、色、大きさ等に対する要件のような非植物検疫的な要素に加え

て、有害動植物に関する特定の要件を含んでいることが多い。関連する有害動植物

は、技術的に正当化することが可能で、かつ証明プログラムが強制的なもの（すな

わち、国家政府又は適切な立法上の権限の下にある NPPO によって制定又は承認さ

れた公的防除）と見なすことが可能である場合、当該有害動植物は RNQP になりう

る。一般に、証明プログラムが対象とする有害動植物は、関係する作物に容認でき

ない経済的影響を引き起こし、主に栽培用植物に伝搬されることを理由に RNQP と

みなされているような有害動植物である。しかし、証明プログラムで言及されるす

べての有害動植物が、必ずしも RNQP であるわけではない。一部の既存のプログラ

ムでは、技術的な正当性が実証されていない有害動植物や有害動植物による損害に

ついての許容水準を含んでいる場合がある。  

6.3   許容水準  

RNQP の概念を適用するためには、公的防除プログラムにおける RNQP に関する適

切な許容水準と、それに対応する植物検疫輸入要件を、採用及び制定することが必

要である。許容水準は、技術的な正当性に依存し、特に、管理されるリスク、無差

別及び最小限の影響の原則に従う。場合によっては、技術的に正当である場合、こ

の許容水準は、特定のサンプリング及び検査手順に基づき、ゼロでありうる。  

6.4   不適合  

 
1  この証明と植物検疫証明を混同しないこと  
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RNQP に関する植物検疫輸入要件を満たせない場合にとられる植物検疫行動は、無

差別及び最小限の影響の原則に従うべきである。  

その選択肢は次のものを含む：  

－   格下げ（物品又は予定される用途の変更）  

－   処理  

－   他の目的への用途変更（例えば、加工）  

－   原産国又は他国への仕向地変更  

－   廃棄。  


